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新潟県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年３月30日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第42号 

新潟県県税規則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という｡)に対応する次の

表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という｡)が存在する場合には当該

改正表を当該改正後表に改め、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けよ

うとする場合等の申告書の添付書類） 

第61条 （略） 

２・３ （略） 

４ 法附則第11条第10項又は第14項の規定により読

み替えられた法第73条の14第１項の規定の適用を

受けようとする者が条例第39条の規定により提出

する申告書には、当該住宅が法附則第11条第10項

又は第13項の規定に該当する住宅であることを証

する書類を添付しなければならない。 

 

別表（第117条関係） 

文書等

の名称 

根 拠 条 文 様 式 

（略） 

減免申

請書 

条例第24条第２項、第37条第

２項、第48条第２項、第56条

の７第２項（同条第１項第３

号から第５号までに係る自動

車の取得を除く｡)、第56条の

14第２項、第70条第２項、第

72条第２項、第73条第２項、

第79条第２項及び第94条第２

項 

（略） 

自動車

取得税

減免申

請書 

条例第56条の７第２項（同条

第１項第３号及び第４号に係

る自動車の取得に限る｡) 

（略） 

（略） 

 

第49号様式（第117条関係） 

自動車取得税減免申請書 

 （略） 

（略） 

 承認の理

由 

新潟県県税条例第56条の７第１

項第 号該当 

不承認の  

（不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けよ

うとする場合等の申告書の添付書類） 

第61条 （略） 

２・３ （略） 

４ 法附則第11条第10項又は第14項の規定により読

み替えられた法第73条の14第１項の規定の適用を

受けようとする者が条例第39条の規定により提出

する申告書には、当該住宅が法附則第11条第10項

又は第14項の規定に該当する住宅であることを証

する書類を添付しなければならない。 

 

別表（第117条関係） 

文書等

の名称 

根 拠 条 文 様 式 

（略） 

減免申

請書 

条例第24条第２項、第37条第

２項、第48条第２項、第56条

の７第２項（同条第１項第４

号及び第５号に係る自動車の

取得を除く｡)、第56条の14第

２項、第70条第２項、第72条

第２項、第73条第２項、第79

条第２項及び第94条第２項 

 

（略） 

自動車

取得税

減免申

請書 

条例第56条の７第２項（同条

第１項第４号に係る自動車の

取得に限る｡) 

（略） 

（略） 

 

第49号様式（第117条関係） 

自動車取得税減免申請書 

 （略） 

（略） 

 理  由 新潟県県税条例第56条の７第１

項第４号該当 
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 理由  

 

第50号様式（第117条関係） 

自動車取得税 

自 動 車 税減免申請書 

 （略） 

（略） 

氏名           

 

 承認の理

由 

新潟県県税条例

第56条の７第１

項第５号該当 

新潟県県税条

例第71条第１

項該当 

不承認の

理由 

 

 （略） 

 

第94号様式（第117条関係） 

 自動車の返還による自動車取得税の納付義務免除

（還付）申請書 

 （略） 

決

定 

（略） 

不承認の理由  

 （略） 

 

第95号様式（第117条関係） 

自動車税の課税免除承認申請書 

 （略） 

（略） 

 承認の理由 新潟県県税条例第57条第１項

第 号該当 

不承認の理

由 

 

 

 

第96号様式（第117条関係） 

自動車税の不均一課税承認申請書 

 （略） 

（略） 

 承認の理由 新潟県県税条例第61条第１項

第 号該当 

 

不承認の理

由 

 

 

 

第101号様式（第117条関係） 

（略） 

狩猟を行おうとする場所

（該当番号を○で囲むこ

と｡) 

 

  

   

  

第50号様式（第117条関係） 

自動車取得税 

自 動 車 税減免申請書 

 （略） 

（略） 

氏名        ○印   

 

 理 由 新潟県県税条例

第56条の７第１

項第５号該当 

新潟県県税条

例第71条第１

項該当 

   

 

 （略） 

 

第94号様式（第117条関係） 

 自動車の返還による自動車取得税の納付義務免除

（還付）申請書 

 （略） 

決

定 

（略） 

 

 （略） 

 

第95号様式（第117条関係） 

自動車税の課税免除承認申請書 

 （略） 

（略） 

 理   由 新潟県県税条例第57条第 項

第 号該当 

  

 

  

第96号様式（第117条関係） 

自動車税の不均一課税承認申請書 

 （略） 

（略） 

 理   由 新潟県県税条例第61条第１項

第 号該当 

 

  

 

  

第101号様式（第117条関係） 

（略） 

狩猟を行おうとする場合

（該当番号を○で囲むこ

と｡) 
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 （略）  （略） 
  

第２条 新潟県県税規則の一部を次のように改正する。 

  別記第63号様式を次のように改める。 
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第
6
3号

様
式
（
第
1
17
条
関
係
）
 

                                １
　

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
調

定
額

の
調

３
　

県
民

税
に

係
る

徴
収

金
の

払
込

過
不

足
額

の
調

Ａ
円

Ｄ
＝

Ａ
／

Ｃ
Ｍ

＝
ア

×
Ｄ

円
イ

円
Ｍ

－
イ

円
（

平
成

　
年

３
月

3
1
日

現
在

の
確

定
あ

ん
分

率
）

Ｂ
Ｎ

＝
ウ

×
Ｄ

エ
Ｎ

－
エ

Ｃ

Ｏ
＝

オ
×

Ｄ
カ

Ｏ
－

カ

Ｅ
円

Ｈ
円

Ｉ
＝

（
Ｇ

×
Ｄ

）
＋

Ｈ
円

Ｋ
＝

Ｉ
－

（
Ｅ

＋
Ｈ

）
円

Ｐ
＝

キ
×

Ｄ
ク

Ｐ
－

ク

ス
セ

Ｆ
Ｊ

＝
Ｇ

－
（

Ｇ
×

Ｄ
）

Ｌ
＝

Ｊ
－

Ｆ

Ｇ

２
　

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

に
係

る
徴

収
金

の
収

納
・

払
込

済
額

の
調

（
払

込
金

精
算

の
基

礎
数

値
）

 
収

納
又

は

 
払

込
済

額

収
納

又
は

　
　

　
　

　
　

　

払
込

み
月

円
円

円
円

円
円

円
円

　
　

　
年

３
月

ア
イ

ウ
エ

オ
カ

キ
ク

（
 
ス

 
）

　
新

潟
県

県
税

規
則

第
5
2
条

の
規

定
に

よ
り

徴
収

金
の

払
込

額
精

算
計

算
書

を
提

出
し

ま
す

。

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
地

域
振

興
局

長
　

様
作

成
者

職
氏

名

市
町

村
長

　
　

　
　

印

滞 納 繰 越 分

計 計

区
　

分
市

町
村

の
収

納
は

　
年

度
で

県
へ

の
払

込
が

翌
年

度
と

な
つ

た
額

県
民

税

計

滞
納

繰
越

分

加
算

金

精
算

す
べ

き
額

区
　

　
　

分

現
年

課
税

分

県
へ

の
払

込
済

額

延
滞

金

現 年 課 税 分

３
月

末
現

在
調

定
額

払
　

込
　

み
　

あ
　

ん
　

分
　

率
区

　
分

県
民

税

市
町

村
民

税

　
　

　
 
 
年

度
　

個
人

県
民

税
に

係
る

徴
収

金
の

払
込

額
精

算
計

算
書

（
３

月
末

日
現

在
）

区
分

　
　

　
年

４
月

か
ら

 
 
　

年
２

月

※
「

県
へ

の
払

込
済

額
」

は
２

月
分

と
し

て
払

込
ん

だ
額

を
記

載
す

る
こ

と

計

　
　

年
度

分
の

収
納

で
　

　
年

４
月

又
は

６
月

中
に

払
込

ま
れ

た
額

精
算

基
準

額

３
月

末
現

在
滞

納
繰

越
額

滞
納

繰
越

額
を

調
整

す
べ

き
額

市
町

村
民

税

市
町

村
の

歳
入

所
属

年
度

と
同

一
と

し
た

場
合

の
３

月
末

精
算

前
の

滞
納

繰
越

額

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

滞
　

納
　

繰
　

越
　

分
現

　
年

　
課

　
税

　
分

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

加
　

　
　

　
算

　
　

　
　

金

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額

延
　

　
　

　
滞

　
　

　
　

金

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

の
市

町
村

で
の

収
納

額
の

合
計

額

県
民

税
の

県
へ

の
払

込
済

額
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附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 
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